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○授業を担当している幼児児童につい
て、障がいの状態や発達の段階を適切
に理解して、教科で育成する資質・能
力や自立活動の指導内容を意識した授
業づくりを行っている。

令和２年度　　自　己　評　価　表　　
鳥取県立皆生養護学校本校

評価項目 現状

中長期目標
（学校ビジョン）

年　　　　　　　度　　　　　　　当　　　　　　　初 評　価　結　果　　　（　　　）月
改善方策評価経過・達成状況

生きる力の基盤を
意識した授業の充
実

目標（年度末の目指す姿） 目標達成のための方策評価の具体項目

学び　輝き　感動のある学校

幼児・児童・生徒が充実した学校生活を送り、個々の可能性を伸ばし、よりよく生きることができるようにする学校
《 １８歳で自立できる人を育てる　～将来を見とおした今のＱＯＬの向上～　 》

○昨年度は知的障がいの各教科の内容
確認に取り組んだ。今年度新学習指導
要領の全面実施にあたり、各教科の内
容確認に加え教科の資質・能力を育む
授業づくりを進めていく必要がある。
○新入生、転入生が学部の三分の一と
なっており、教科を学ぶ上での実態
や、障がい等による困難さについて丁
寧に実態把握をしていく必要がある。

○画像や動画を用いた情報共有を行うとも
に、発達の段階を理解する研修を定期的に行
う。
○幼児児童一人一人の実態から、教科の指導
内容や自立活動の取り組みについて検討する
とともに、国語や算数で身についた資質・能
力が生活の中で生かされている姿について共
有する機会を持つ。

今年度の重点目標

１　幼児・児童・生徒一人一人が「生き生きと学ぶ」教育に努める。
２　安心できる保健、給食体制を築く。
３　開かれた学校を推進する。
４　キャリア教育や地域支援の充実に努める。
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生徒一人一人の主
体性を育てる授業
の充実

○教職員で話し合いの時間を設け、障
がいの状態や支援方法など、生徒の実
態把握や学習の見直しを進めてきた。
学習で身につけたことを発揮できるよ
う、教科学習を見直し自立活動とも関
連づけながら、研修を重ね計画的に授
業を進めていく必要がある。

○生徒が達成感を持ち自ら学びたいと
意欲を持つことができるよう、生徒一
人一人の学習の習得状況を把握し、適
切な目標を設定して授業を行ってい
る。

○具体的な生徒の姿から学ぶ機会を設ける。
また、自分の実践を紹介したり文献で学んだ
ことを伝えたりして研修を深める。
○各教科の目標・内容について整理したり、
自立活動チェックリストを活用したりして適
切な目標を設定する。
○学期末に授業アンケートを行ったり、教職
員間で授業の様子を確認し合ったりする機会
を持つ。

○各種様式を関連づけながら試案を作
成し、教職員の意見を反映させながら
修正している。

○各教科で育成を目指す資質・能力を
踏まえた授業づくりについて、考えを
整理したり検討しながら取り組んだり
していると評価する教職員が８０％以
上になる。

各種様式の検討
（個別の指導計
画・通知表・年間
指導計画）

○新学習指導要領の実施に当たって個
別の指導計画の様式の見直しを検討し
たが、通知表や年間指導計画の様式と
関連づけて検討する必要があることが
分かった。

○前期は月２回、各教科で育成する資質・能
力についての研修や本校として『教科でつけ
たい力』を検討する。後期は、グループで目
標設定を中心に授業づくりに取り組む。
○先進校である筑波大学附属桐が丘特別支援
学校の先行研究を参考にしたり、下山直人校
長に継続的な指導を依頼したりする。

チャレンジする場
や意欲を支え、自
立を育てる授業の
充実

○昨年度より、生徒に授業後のアン
ケートを行ったり、変容を担当教職員
で共有する機会を設けたりして、生徒
への理解を心がけた。生徒の意見を真
摯に受け止めることで、授業の充実を
図れた授業もあったが、できていない
授業もあった。
○授業を充実させたいと考えている
が、新学習指導要領を踏まえた教育課
程について理解が深まっておらず、授
業改善にはいたっていない。

○生徒自身にチャレンジしたいという
意欲が育ち、将来生活に生きる力がつ
いたと実感ができる授業づくりや改善
が行われている。

○校内研究との連携を図り、新学習指導要領
や先進校の教科についての考え方等の研修を
深める。
○生徒に有効な指導や支援方法について共有
する時間を設ける。
○単一・Ⅰ・Ⅱ型生徒（教科学習）に、毎時
間視点を絞った授業評価を行い、授業改善を
図る。Ⅲ型生徒については、かかわる教職員
が授業前に『授業後の姿』を想定して実践
し、チームで評価する。
○生徒からの評価を基に、改善する視点等を
担当する教職員で確認する。

各教科で育成を目
指す資質・能力を
踏まえた授業づく
りの推進

○昨年度まで３年計画で、「主体的・
対話的で深い学びを育む授業づくり
に」に取り組んだ。
○約４０％の教職員が、各教科の目標
設定をはじめ実態把握、内容設定等の
授業づくりを整理する必要があると感
じている。また学習指導要領の目標や
内容が大幅に変更されたことに伴い、
各教科で育成を目指す資質・能力を踏
まえ授業づくりをする必要がある。

○個別の指導計画、通知表の様式は必要な項
目を検討しながら試案を作成し、よりよい様
式になるよう教職員の意見を反映させる。
○年間指導計画の様式の検討は、研究・研修
部と連携しながら進める。
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○本校の幼児児童生徒は、周辺地域へ
出かける機会が減少し、地域の様子を
知ることができなくなってきた。地域
の人も校舎内に入らないと子どもたち
の姿を見ることができない。こうした
状況では、互いを理解し、ともに生活
する場を共有すること、共に活動する
ことが難しい状況になっている。

○日々の摂食指導において、担当する
幼児児童生徒の実態とねらいを理解し
て摂食指導をしていると答える教職員
が８０パーセントを超える。
○幼児児童生徒の実態、ねらい、評価
が手軽に確認でき、毎日の摂食指導に
生かすことができるように、摂食カー
ドを改訂する。

○周辺地域の様子や本校の幼児児童生
徒の様子を相互に知ることができるよ
うに校内掲示をしている。
○本校の行事「夏まつり」で周辺地域
の人と共に活動する。
○居住地域の催しや皆生・ブライト・
フェスティバルで作品を通して交流す
る。

○校内、多目的ホールに周辺地域の様子が分
かる掲示をするとともに、本校の通信を周辺
地域４公民館に掲示してもらう。
○周辺地域と協働して幼児児童生徒の学習を
支える活動の基盤づくりとして、本校の行事
「夏まつり」に周辺地域４公民館から参加者
がある。
○周辺地域４公民館の催しに加え、幼児児童
生徒の居住地の催しにも作品を出品して交流
を図る。

○iＰａｄのソフト・アプリ等を用いて
生活につながることを意識して児童生
徒に指導・活用できていると評価する
教職員が80％以上になる。

○アプリ等をｉＰａｄに入れた際は、活用し
た事例を教職員共有の掲示板にあげ、教職員
で共有する。
○遠隔会議ソフトの使用方法マニュアルを作
成し、運用・周知する。
○ｉＰａｄ等が活用しやすい環境整備と支援
体制に努める。
○ＩＣＴサポート支援事業との連携を密に
し、活用する。

自立した生活に必
要な力を育成する
ための校則やルー
ルの見直し

○昨年度、２度にわたり専門性の高い
外部講師の摂食指導を経験したこと
で、摂食における実態把握の大切さ、
実態に応じた摂食指導が必要であるこ
とへの意識の高まりがある。この意識
の高まりを絶やさず、基礎知識・技術
のさらなる向上とその定着を図る必要
がある。

○昨年度末の情報化の実態等に関する
調査によると、個々の教職員の情報活
用能力は比較的高いが、児童生徒に指
導する力が弱いという結果だった。ま
た授業に活かす機会が少ない状況にも
ある。

○「鳥取県いじめの防止等のための基
本的な方針」（平成29年7月）に合わせ
て本校でも昨年「いじめ防止基本方
針」を改定した。
○令和2年2月鳥取県教育委員会いじ
め・不登校総合対策センターから「児
童虐待対応リーフレット」が出されて
いる。その都度情報を教職員に流して
いるが、改定された「方針」や新しい
リーフレットの周知・理解を図り、生
徒指導方針の理解をすることが必要で
ある。

○昨年度改訂した「いじめ防止基本方
針」や高等部校則を明確に提示するこ
とで、教職員間の共通理解が図られ、
組織的・体系的な生徒指導の取り組み
を進めている。

摂食機能に応じた
摂食指導を推進す
る。

学
校
生
活
に
お
け
る

健
康
と
安
全
の
確
保

安心安全な学校を
目指した体制づく
り

○研修や訓練の実施により教職員の安
全に対する意識が向上してきている
が、様々な危機管理意識の向上・維持
のため、マニュアルに沿った対応の周
知徹底が必要である。

○マニュアルに基づく訓練を行い、振り返り
等で対応の流れや動きを一つ一つ取り上げて
確認していく。
○年２～３回の外部講師による訓練を実施し
たり、学部毎に訓練を行ったりして対応の周
知を図る。

○「いじめ防止基本方針」や児童虐待の対応
方針について、全学部での周知を図る機会を
持つ。
○昨年度末に一部改定した「高等部校則」に
ついて、時代に合わせて、高等部と連携しな
がら検討し、改定する部分があれば改定す
る。幼小学部、中学部においても「高等部校
則」について１学期中に周知を図る。
○令和2年3月に改訂された「生徒指導ガイド
ライン等に関するガイドライン」を基に、本
校の「生徒指導のガイドライン」、「懲戒規
定」を今年度中に改定する。

○研修や訓練を通して、各種対応マ
ニュアルを活用し、マニュアルに沿っ
て対応することができると評価する教
職員が８０％以上になる。

生活につながるＩ
ＣＴ機器の有効活
用の推進

○年間を通して複数回にわたり、自立活動自
主研修会、自立活動通信の中で、摂食指導に
関わる内容を取り上げる。
○教職員からの摂食指導におけるニーズを積
極的に吸い上げ、専門性の高い教職員や外部
講師と意見交換ができるようにつなげたり、
参考となる書籍などを紹介したりする。ま
た、当該教職員の摂食指導の場に立ち会い、
実態把握のポイントや指導の方向性をともに
考えていく。
○現行の摂食カードの運用について、改善点
や具体的なアイデアを広く聞き入れる。専門
性の高い教職員や、外部講師との意見交換を
し、カードに反映させる。
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評価基準　A：十分達成［100～80%］　B：概ね達成〔80～60%程度〕　C：変化の兆し〔60～40%程度〕　D：まだ不十分〔40～30%程度〕　E：目標・方策の見直し〔30%以下〕

教育環境及び施
設・設備の適切な
管理

キャリア教育の考
えに基づいた実践
の蓄積

〇教職員アンケートから、キャリア教
育に関する基本的な知識は定着してい
ることがわかった。キャリア教育をよ
り充実させるために、今年度から運用
が始まるキャリアパスポートの活用を
含めて、知識と実践を結びつけていく
必要がある。

○施設・設備の老朽化による修繕の必
要性または安心安全な教育環境の整備
及び特色ある教育活動の支援のために
も中長期な計画策定が必要である。

〇全ての児童生徒が年３回は、キャリ
アパスポートを介した学習をしてい
る。

キ
ャ

リ
ア
教
育
・

地
域
支
援
の
充
実

地域への発進力の
向上

○就学相談時、本校についての情報提
供をする際、学校案内パンフレットの
提示以外は主に口頭での説明を行って
いる。そのため、相談者の受け取り方
によって異なった情報が伝わったり、
視覚的に情報を提供する方が分かりや
すい場合があったりする。どの相談者
にも必要な情報を適切に提供し、丁寧
な対応に努めたい。

○就学相談の際、分かりやすく情報提
供するための資料を全１０項目のうち
５項目作成できている。（２ヶ年計画
で作成）

○予算の効率化・重点化を推進し、健
康や安全に配慮した教育環境の整備を
図る。

○厳しい財政状況を踏まえ、徹底した経費節
減に努め効率的な予算執行及び的確な予算要
求によって中長期的に学校財務基盤を安定さ
せる。
○業務改善を図るとともに、職員組織への現
状説明により計画的な予算執行に努める。

○情報提供に必要な内容を洗い出し、整理を
する。
○教育相談課内で役割分担をし、情報を収集
する。
○提示用資料と説明用文書に分けて作成す
る。

〇年２回、キャリア教育に関する自主研修会
を企画、運営する。
〇課で各学部のキャリアパスポートの活用状
況をリサーチし、その中から活用例を研修や
進路通信等で紹介する。

そ
の
他

時間外業務削減

○働き方に対する教職員の意識は高
まってきている。
○会議や作成文書等、業務の見直しを
行ったものもある。また、各分掌の業
務一覧表を作成した。一覧表の内容や
担任業務等について検討するなど、業
務カイゼン・見直しを行う必要があ
る。

○時間外業務の一人あたりの平均が平
成２９年度比の２５％減になってい
る。

○教職員自身が自己の働き方を把握するため
の働きかけを引き続き行う（勤務簿の自己管
理、勤務状況の見える化、時間外勤務の状況
についての声かけ等）。
○業務を見直すための情報収集のため、時間
外業務の内容を具体的に記入する。
○各分掌の業務内容一覧表をもとに、分掌業
務、作成文書、行事等見直す機会を設ける。
○会議の持ち方について、見直しや共通理解
を図る機会を持つ。


